
 

 

令和７年１０月１７日 

 

本町と取引を行う皆様 

 

請求書・見積書の押印省略について 
 

この度、智頭町では会計手続に係る提出書類の押印を見直し、令和７年１１月１日以降に

本町と取引を行う皆様からご提出いただく請求書・見積書について押印を省略できること

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは裏面も参照ください。 

押印を省略する場合は文書の真正性を担保するため 

請求書・見積書の書面に 

「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先 

の記載が必要となります。 

振込口座が請求者名義と異なる場合押印
は省略できません。 

押印を省略する場合は本件責任
者名及び担当者名、連絡先（電話
番号）を記載してください。 
責任者と担当者は同じでも構い
ません。 
個人の場合は連絡先のみ追記 
してください。 

請求書記載例 



 

 

 

①請求書、見積書でも法令・条例・要綱等により、押印が義務付けられている書類は、押印 

を省略できません。 

②責任者とは、代表取締役や支店長、営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員 

とします。 

③担当者とは、本取引に係る事務担当者とします。担当者の役職がない場合は、氏名、連絡 

先のみ記載してください。 

④責任者と担当者は同じでも構いません。 

⑤事業者の場合、連絡先は原則として固定電話番号を記載してください。 

 ※ただし固定電話を設置していない場合、携帯電話番号でも構いません。 

⑥請求者が個人の場合（個人事業主含）は、本件責任者および担当者、役職名の記載は不要 

です。 

連絡先のみ追記してください。連絡先は日中連絡の取れる番号（固定電話または携帯電話 

番号）を記載してください。 

⑦押印を省略した書類の提出方法は手渡し、郵送、電子メール、ＦＡＸとします。 

⑧電子メールで提出する場合は、改ざん防止のため、必ずＰＤＦ形式で提出してください。 

⑨ＦＡＸで提出する場合は、文字の欠けや不鮮明な箇所がないよう注意してください。 

⑩押印を省略した書類については、訂正印による修正は認められません。 

修正が必要な場合は、書類を再提出してください。 

⑪内容を確認するため、記載の連絡先に担当課、総務課、会計課から連絡させていただく 

場合があります。 

 

【本件に関する問合せ先】 智頭町総務課 電話０８５８－７５－４１１１ 


